
  令和8年6⽉更新

1、当院は、厚⽣労働⼤⾂の定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。

2、⼊院料について
2階病棟（急性期⼀般⼊院料4）
1⽇に⼊院患者10⼈に対し1⼈以上の看護職員を配置しております。また、⼊院患者25⼈に
対して1⼈以上の看護補助者を配置しております。なお、病棟、時間帯、休⽇などで看護
職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては各病棟に詳細を掲⽰してあります
のでご参照ください。
3階・4階病棟（療養病棟⼊院料1）
1⽇に⼊院患者20⼈に対し1⼈以上の看護職員を配置しております。なお、病棟、時間帯、
休⽇などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては各病棟に詳細を
掲⽰してありますのでご参照ください。

3、⼊院診療計画、院内感染防⽌対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、
意思決定⽀援、⾝体的拘束最⼩化
当院では、⼊院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画
を策定し、7⽇以内に⽂書によりお渡ししております。また、厚⽣労働⼤⾂が定める院内
感染防⽌対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
意思決定について当院では厚⽣労働省「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定⽀援に関する指針を定めており
ます。
⾝体的拘束最⼩化の取り組みについて当院では多職種による⾝体的拘束最⼩化チームを
設置し、緊急やむをえない場合を除き⾝体的拘束を⾏わない取り組みを⾏っております。

4、明細発⾏体制について
医療の透明化や患者さまへの情報提供を推進していく観点から、領収書発⾏の際に、個別の
診療報酬算定項⽬の判る明細書を無料で発⾏しております。また、公費負担医療の受給者
で医療費の⾃⼰負担のない⽅についても明細書を無料で発⾏しております。
明細書には使⽤した医薬品の名称や⾏われた検査の名称が記載されるもので、その点をご
理解いただき、ご家族等が代理で会計を⾏う場合のその代理の⽅への発⾏を含めて、明細書
の発⾏を希望されない⽅は会計窓⼝にてその旨お申し出ください。

5、保険外負担に関する事項について
当院では、特別療養環境室、⽂書料等につきましては、その利⽤⽇数に応じた実費のご負担
をお願いしております。料⾦については以下の通りになっております。

厚⽣労働⼤⾂が定める掲⽰事項



部屋番号 金額

201 5,500円

202 5,500円

203 5,500円

205 5,500円

401 2,200円

403 2,200円

405 2,200円

410 2,200円

2人室 215 3,300円

個室

室料差額一覧表



2026年4月1日更新

価　　　　　　格

税込10％価格

医師面談料 5,500円

一般診断書（当院書式または持込） 4,400円

医療費等の状況（日本学校保健協会） 無料

インターフェロン交付申請診断書 4,400円

運動器損傷証明書(生命保険） 7,700円

おむつ使用証明書 1,100円

介護保険軽度者の福祉用具貸与給付に係る医師の意見書 1,100円

介護保険軽度者の福祉用具貸与例外給付に係る医師意見書 1,100円

学童の・園児の出席・停止許可連絡票 550円

学校生活管理指導票 550円

肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書 4,400円

共済長期（入院・ねたきり）療養証明書 4,400円

健康診断（理・美容師等） 4,400円

健康調査書（施設入所時）　血液型検査あり 9,500円

健康調査書（施設入所時）　血液型検査なし 9,000円

転ばぬ先の杖教室　主治医連絡票（小山町）　※不参加は無料 550円

転ばぬ先の杖証明書 550円

自賠責回答書・紹介書 5,500円

自賠責後遺症診断書 11,000円

自賠責保険診断書 7,700円

自賠責保険明細書（外来）・（入院） 5,500円

死亡診断書（公的様式） 6,600円

死亡診断書（院内様式） 4,400円

弱視用治療用眼鏡等作成指示書 0円

就労可否証明書 2,200円

出勤停止・許可連絡票 550円

手術報酬点数確認書 5,500円

受診状況等証明書（日本年金機構） 4,400円

狩猟証明書 4,400円

受領証明書・支払証明書（１枚につき） 1,100円

傷病手当金支給申請書・感染症法（結核予防）申請診断書 100点

身体障害者診断書・意見書（手帳交付用） 6,600円

生活状況報告証明書 550

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

文　書　料　・　診　断　書　　料　　金　　表

書　　　　　類　　　　　名



2026年4月1日更新

価　　　　　　格

税込10％価格

生活保護法医療費等要否意見書 無料

成年後見人用 4,400円

生命保険会社(付添証明書） 1,100円

接種痕意見書（種痘又はＢＣＧの接取痕） 4,400円

装具装着証明書（意見書） 1,100円

通所リハビリテーション意見書 1,100円

当院所定証明書 4,400円

東洋医学（保険使用できる） 3,960円

特定医療費証明書 1,100円

特定疾患診断書（新規） 6,600円

特定疾患診断書（更新） 3,300円

特別児童扶養手当認定診断書 5,500円

年金診断書（厚生・国民・障害）計測のあるもの 7,700円

年金診断書（厚生・国民・障害）計測のないもの 5,500円

不妊治療・不育症治療受診等証明書 4,400円

保険会社等回答書・照会書　A4ｻｲｽﾞ1頁あたり 7,700円

保険会社等死亡診断書 7,700円

保険会社等障害診断書 7,700円

保険会社等通院証明書 7,700円

保険会社等入院証明書 7,700円

保健師・看護師・薬剤師免許申請書 4,400円

療養費同意書交付料 100点

各診断書を英文で作成した場合　加算して +2,000円

各診断書をコピーして押印した場合　原本証明　無し 原本の1/5

各診断書をコピーして押印した場合　原本証明　有り 原本と同じ

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

文　書　料　・　診　断　書　　料　　金　　表

書　　　　　類　　　　　名



2026年4月1日更新

価　　　　　　格

税込10％価格

インフルエンザワクチン1回目 4,590円

インフルエンザワクチン２回目　※当院で1回目実施者 3,100円

Ａ型肝炎 6,600円

B型肝炎（ビームゲン） 5,500円

ＭＲ混合（麻疹・風疹） 11,000円

子宮頸がん予防ワクチン（シルガード９　・　９価） 32,780円

帯状疱疹（不活化ワクチン・シングリックス）　１回 22,000円

肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス） 8,250円

肺炎球菌ワクチン（キャップバックス　２１価） 15,000円

破傷風 3,300円

ムンプス（おたふくかぜ）１回目 6,600円

ムンプス（おたふくかぜ）２回目　※当院で1回目実施者 5,500円

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

予　　防　　接　　種　　料　　金　　表

ワ　　ク　　チ　　ン　　名



2026年4月1日更新

価　　　　　　格

税込10％価格

水痘（水ぼうそう） 2,550円

ツベルクリン反応 5,260円

蜂の抗体検査（ミツバイ・スズメバチ・アシナガバチ）３種 4,800円

風疹 2,550円

麻疹（はしか） 2,550円

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 2,550円

B型肝炎（ＨＢＳ抗原） 2,550円

B型肝炎（ＨＢＳ抗体） 2,550円

ＨＣＶ抗体 2,550円

梅毒（ＴＰＨＡ定性） 550円

梅毒（RPR定性） 550円

※検査のみの金額になります。

詳細な費用については、確認をお願いします。

2026年4月1日更新

価　　　　　　格

税込10％価格

血液型検査 1,650

※検査のみの金額になります。

詳細な費用については、確認をお願いします。

検　　　査　　　名

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

抗　　体　　検　　査　　料　　金　　表

抗　　体　　検　　査　　名

検　　　査　　　料　　　金　　　表



6、当院では東海北陸厚⽣局に下記の届出を⾏っております。
当院の施設基準に係る届出についてはホームページ上病院概要をご覧ください。

7、⼊院時⾷事療養について
当院は、⼊院時⾷事療養（1）の届出を⾏っており、管理栄養⼠によって管理された⾷事
を適時（朝⾷8時00分、昼⾷12時00分、⼣⾷18時00分）、適温で提供しております。

8、医師事務作業補助体制加算について
当院では、病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善として診断書等作成補助や⼊院診療⽀援
に取り組んでいます。

9、⼊退院⽀援について
当院では、患者さまが安⼼・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や⽣活を継続で
きるように、⼊院早期より退院困難な要因を有する患者さまを抽出し、施設間で連携をとり
退院のご⽀援を実施しております。

10、下肢末梢動脈疾患に関する取り組み
当院では、慢性維持透析を⾏っている患者さまに対し、下肢末梢動脈疾患の検査を⾏って
います。検査の結果専⾨的治療が必要と判断した場合は富⼠病院の専⾨診療科と連携し治療
する体制を有しております。

11、⼀般名処⽅加算について
当院では、安定的に薬物治療を供給する観点から、⼀般名処⽅を推進することにより
保険薬局において銘柄によらず調剤でき、柔軟に対応することができます。
なお、令和6年10⽉より患者さまが⼀般名処⽅の処⽅せんから⻑期収載品へ変更を希望した
場合は「選定療養の」対象となり患者さまの特別負担が発⽣します。

12、電⼦的診療情報連携体制整備加算に関する掲⽰について
当院では、電⼦的診療情報連携体制加算について以下の通り対応を⾏っています。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格システムにより取得した
診療情報を活⽤して診療を実施しています。
イ マイナ保険証の利⽤について、お声かけ、ポスター掲⽰を⾏って促進し、医療情報DXを
通じて質の⾼い医療を提供できるよう取り組んでいます。
ウ 算定した診療報酬の区分・項⽬の名称及びその点数⼜は⾦額を記載した詳細な明細書を
無料で交付しています。

13，医療従事者の負担軽減及び処遇改善
当院では、医師及び看護職員に対し、業務負担軽減及び処遇改善のため、以下の取り組みを
⾏っております。
勤務医の処遇改善について
・多職種との業務分担・連続当直を⾏わない勤務体制・当直翌⽇の業務内容に対する配慮
・医師事務作業補助者の配置による勤務医の負担軽減
看護職員の負担軽減及び処遇改善
・適切な労務管理体制・多職種との業務分担・妊娠⼦育て中介護中の看護職員に対する配慮




